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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
本
法
成
立
後
、
建
替
え
の
要
件
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
負
荷
の
回
避
・
低
減
と
環
境
影
響
評
価
手
続
の

合
理
化
が
共
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
事
業
特
性
や
技
術
革
新
の
動
向
等
を
踏
ま
え
適
切
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
当

該
政
令
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
な
ど
、
建
替
事
業
実
施
後
の
新
設
工
作
物
に
関
し
て
、
確
実

に
環
境
負
荷
の
低
減
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
事
業
者
へ
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二
、
建
替
事
業
に
よ
る
環
境
影
響
の
可
能
な
限
り
の
回
避
・
低
減
及
び
手
続
の
円
滑
化
に
資
す
る
よ
う
、
事
業
者
が
計
画
段
階

環
境
配
慮
書
に
記
載
す
べ
き
環
境
配
慮
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
べ
き
指
針
に
関
す
る
基
本
的
事
項
及
び
主

務
省
令
等
に
お
い
て
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
事
業
者
へ
の
周
知
を
図
る
こ
と
。 



 
三
、
適
正
な
環
境
配
慮
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
向
け
て
は
、
建
替
事
業
の
際
の
環
境
影
響
評
価
項
目
の
絞
り
込
み
等
更
な
る

手
続
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
我
が
国
の
環
境
影
響
評
価
制
度
は
法
律
と
条
例
が
一
体
と
な
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
本
法
に
よ
る
建
替
事
業
の
手
続
合
理
化
の
趣
旨
を
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。 

 

四
、
環
境
影
響
評
価
手
続
に
お
い
て
事
業
者
等
が
作
成
す
る
環
境
影
響
評
価
図
書
の
公
開
に
つ
い
て
、
事
業
者
等
か
ら
同
意
が

得
ら
れ
る
よ
う
制
度
趣
旨
等
に
つ
い
て
十
分
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
同
意
を
促
す
方
策
を
検
討
す
る
ほ
か
、
事
業
者
等
に

過
度
な
負
担
が
生
じ
な
い
運
用
と
す
る
こ
と
。 

 

五
、
環
境
影
響
評
価
図
書
に
つ
い
て
、
公
開
期
間
を
十
分
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
統
合

も
視
野
に
入
れ
、
国
民
や
他
の
事
業
者
等
が
有
用
な
情
報
を
十
分
に
利
活
用
で
き
る
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後

の
事
業
に
よ
る
環
境
影
響
の
低
減
に
資
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
、
当
該
図
書
に
つ
い
て
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
。 

 



六
、
風
力
発
電
及
び
太
陽
光
発
電
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
規
模
で
は
な
く
立
地
に
依
拠
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

小
規
模
な
風
力
発
電
及
び
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
も
適
正
な
環
境
配
慮
が
確
保
さ
れ
る
施
策
を
早
期
に
検
討
し
、
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
促
進
区
域
制
度
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、

環
境
を
保
全
す
る
地
域
を
設
定
す
る
な
ど
、
環
境
へ
の
影
響
が
小
さ
い
と
さ
れ
る
適
地
へ
事
業
を
誘
導
し
て
い
く
た
め
、
ゾ
ー

ニ
ン
グ
の
実
施
に
係
る
課
題
を
抽
出
し
、
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。 

 

七
、
環
境
影
響
評
価
制
度
を
始
め
と
す
る
対
話
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
早
期
の
段
階
よ
り
地
域
住
民
等
か
ら
の
不
安
や
懸
念
の

声
に
真
摯
に
応
え
る
と
と
も
に
、
多
様
な
意
見
の
尊
重
に
努
め
る
よ
う
事
業
者
等
へ
の
周
知
を
十
分
に
行
う
こ
と
。 

 

八
、
特
定
の
地
域
に
複
数
の
事
業
が
集
中
す
る
こ
と
に
よ
る
累
積
的
な
環
境
影
響
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
評
価
手
法
が
定
ま
っ

て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
統
一
的
な
基
準
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
た
め
の
調
査
を
開
始
し
、
早
急
に
策
定
す
る
こ
と
。 

 

九
、
現
行
法
の
環
境
保
全
措
置
の
実
施
状
況
の
報
告
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業
開
始
後
に
顕
在
化
し
た
環
境
影
響
が
確
認
さ
れ
た



場
合
に
は
、
事
業
計
画
や
環
境
保
全
措
置
の
見
直
し
・
変
更
を
促
す
仕
組
み
を
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
、
諸
外
国
等
で
実
施
さ
れ
て
い
る
、
個
別
事
業
の
計
画
・
実
施
の
枠
組
み
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
上
位
の
計
画
や
政
策
の
検

討
段
階
に
お
け
る
戦
略
的
環
境
影
響
評
価
の
導
入
に
向
け
、
具
体
的
な
検
討
を
早
急
に
開
始
す
る
こ
と
。 

 

十
一
、
事
業
内
容
に
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
に
事
業
者
に
よ
る
環
境
配
慮
手
続
を
再
実
施
す
る
こ
と
等
を
確
実
に
担
保
す
る
た

め
の
方
策
や
、
法
対
象
規
模
を
下
回
る
事
業
に
係
る
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
環
境
配
慮
の
確
保
等
に
つ
い
て
速
や
か
に
措
置

す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
本
法
附
則
第
四
条
に
基
づ
く
検
討
時
期
を
待
つ
こ
と
な
く
不
断
に
見
直
し
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


